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　知的財産は，現代における企業経営の中心となりつつある．そのため，知的財産取引はグ
ローバルな経済活動を行っている多国籍企業にとっても重要性の高い取引となっている．本
論文では，このような現状を踏まえ，知的財産取引に対応した移転価格税制の理論的基盤と
して何がふさわしいのかについて検討を行った．現在独立企業原則を理論的基盤とした移転
価格税制が構築されているが，知的財産取引に係る独立企業間価格の算定には多くの問題点
を有している．
　そこで，独立企業原則とその対立概念である国際的定式配賦との比較検討を行った．その
結果，両者に正当性および問題点を指摘することができた．租税法学が実学としての側面が
強いことも考慮し，国際的定式配賦の不十分さを根拠として，本論文では，割り切りという
近いかたちで独立企業原則の優位性を明らかにした．

1．問題の所在

　わが国において，企業のグローバル化は進み，今もなお範囲を拡大している．それに伴い，
多国籍企業間での知的財産取引も増加している．
　多国籍企業間での取引に対し，国際租税法では，課税権の適切な配分を目的とした移転価
格税制という制度が設けられている．この移転価格税制は，関連当事者間取引における取引
価格では，適切な課税所得の配分を為し得ることが出来ないという考えのもと，独立企業で
あれば用いたであろう取引価格により，その関連当事者間取引による価格を修正し，課税所
得の配分を行うものである．
　このような制度が設けられているものの，現在移転価格を巡り，多くの調査および論争が
生じている（1）．その原因の一つは，現行の移転価格税制が，昨今の企業経営に必ずしも対応
していないことにあると考えられる．企業経営は，従来の製造業から大きくシフト・チェン
ジし，知的財産を活用した企業経営になりつつある．そのため，改正されたとはいえ，有形
資産取引を念頭において構築された移転価格税制（2） は，知的財産取引に対応し切れていない
のである．
　経営環境が大きく変わりつつある現在，現行の移転価格税制では，十分に課税所得の適切
な配分を達成することは出来ない．企業経営が大きく変わり，知的財産取引の増加している
現在において，課税所得の適切な配分を可能とするためには，移転価格税制のルールの見直
しだけでなく，その理論的基盤も見直す必要がある．そこで本論文では，知的財産取引に対
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応した移転価格税制の理論的基盤はどうあるべきかについて検討を行う．具体的には，現行
の理論的基盤である独立企業原則と，その対立概念として位置付けられる国際的定式配賦の
比較検討を行い，ナレッジ型経済下における移転価格税制は現在と同様に独立企業原則を理
論的基盤として用いるべきか否かを明らかにする．
　次節では，わが国における独立企業間価格の算定方法を知的財産取引に焦点を当てながら
概観し，その問題点を指摘する．第3節では，独立企業原則と国際的定式配賦を比較した上
で，第4節で，どちらが多国籍企業の知的財産取引に対応した移転価格税制理論的基盤とし
て相応しいかを明らかにする．第5節で本論文の要約と結論，および今後の課題を述べる．

２．わが国における知的財産取引に係る独立企業間価格の算定方法と問題点

2–1　独立企業間価格の算定方法

　わが国における移転価格税制に関する規定は，租税特別措置法第66条の4において定めら
れている．それによると，わが国の移転価格税制は，次の場合に適用される．
　①　 わが国の法人が国外関連者から支払いを受ける対価の額が独立企業間価格に満たない

とき
　②　 わが国の法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき
　このように，わが国の移転価格税制は，国外関連取引においてのみ適用がある．すなわち，
わが国から税収が不当に減少する場合に限り，適用される．この点はアメリカと異なり，特
徴的である．
　アメリカでは，国内関連取引においても移転価格税制は適用される．わが国の移転価格税
制が国外取引に限定するのは，わが国において初めて移転価格税制が制定された1986年当
時の，国際社会におけるわが国の状況に起因する．
　国際的経済活動が活発化していた当時，わが国の企業は国外の関連企業に時価よりも低い
対価で資産の譲渡を行い，さらに，国外の関連企業から時価よりも高い対価で資産を譲り
受けていた．その結果，所得は国外に流出し，わが国の税収が減少するケースが増加しつつ
あった（3）．そのため，わが国の税収の流出を防ぎ，税収を維持することを目的とした移転価
格税制が考案されたのである．すなわち移転価格税制は，国策として導入されたのである．
このような点から，わが国の移転価格税制は，アメリカのような適正取引課税を目的とした
移転価格税制とはその性質を異にし，課税管轄喪失防止を狙った財政防衛税制であるといえ
る（4）．
　このような特徴を有するわが国の移転価格税制は，租税特別措置法第66条の4第2項にお
いて独立企業間価格の算定方法について規定している．そこでは，取引を棚卸資産に関する
取引と棚卸資産以外の取引とに区分し，それぞれの取引の場合における独立企業間価格の算
定について，次のように規定している（5）．

（1）棚卸資産に関する取引の場合
　 　① から ③ に掲げる基本三法および ④ の第四法のうち，最も適切な方法により算定した
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金額を独立企業間価格として用いる．
　①　独立価格比準法
　 　特殊の関係にない売手と買手が，国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該

国外関連取引と取引段階，取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額
（当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階，取引数量その他に差異のある状況
の下で売買した取引がある場合において，その差異により生じる対価の額の差を調整でき
るときは，その調整を行った後の対価の額を含む．）に相当する金額をもつて当該国外関
連取引の対価の額とする方法をいう．

　②　再販売価格基準法
　 　国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売

した対価の額（以下，この項において「再販売価格」という．）から通常の利潤の額（当
該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう．）を控除して計
算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう．

　③　原価基準法
　 　国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入，製造その他の行為による取得の原価の額に

通常の利潤の額（当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をい
う．）を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう．

　④　上記の方法に準ずる方法その他の政令で定める方法
　 　租税特別措置法施行令第39条の12第8項において，利益分割法および取引単位営業利

益法が規定されている．
（2）棚卸資産以外の取引の場合
　 　棚卸資産以外の取引の場合も，（1） の場合と同様に，上記で示した4つの方法のうち，

最も適切な方法により算定した金額を独立企業間価格として用いる．

2–2　知的財産取引に係る独立企業間価格の算定方法

　知的財産取引は，棚卸資産取引ではない．したがって，租税特別措置法第66条の4第2項
の後段の規定が適用される．
　知的財産などの無形資産の価値は，その独自性，ユニークさにある（6）．知的財産の一つで
あるブランドの場合は，特にこの傾向が強い（7）．このことは，自社の知的財産譲渡価格また
はロイヤルティを他社のものと比準させることが困難であることを意味する（8）．すなわち，
知的財産取引において，比較可能取引を発見することは困難である（9）．したがって，知的財
産の独立企業間価格算定において，独立価格比準法と同等の方法は適していない．
　さらに，知的財産を通常開発した企業が保有・使用し，他人に譲渡することは稀である（10）．
さらに，ブランドのような知的財産は，ユニークであるがゆえに価値がある．そのため，取
引価格は買い手ごとに異なると考えられる（11）．したがって，知的財産の独立企業間価格の
算定において，再販売価格基準法と同等の方法は適していない．
　知的財産は売買される性質の資産ではないため原価を特定することが困難であり，自己創
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設した場合においても知的財産はその創設に要した原価を特定することは困難である．さら
に，知的財産から創出される利益は未知数である．したがって，原価に加算すべき利潤額，
および利潤額を課されるべき原価の額が特定し難いため，知的財産の独立企業間価格の算定
において，原価基準法と同等の方法は適していない．
　このように，知的財産の唯一無二性という性質などから考えると，基本三法を，知的財産
取引の際の独立企業間価格の算定に用いることは不適切である．これを踏まえると，知的財
産取引に係る独立企業間価格の算定は，第四法に依らざるを得ない（12）．
　第四法に属する独立企業間価格算定方法は，利益分割法，利益比準法に大別される．わが
国の租税特別措置法に規定されている第四法は，租税特別措置法施行令第39条の12におい
て具体的に規定されている．そこでは，第四法として，① 利益分割法と② 取引単位営業利
益法とを規定している．現行の法律に基づけば，判例からも明らかなように，独立企業間価
格の算定方法としては，利益分割法，その中でも残余利益分割法が妥当と考えられる．しか
しながら，これは独立企業原則を所与のものとして考えた場合に導き出される結論であっ
て，理論的基盤が変われば，その結論も変わらざるを得ない．

2–3　独立企業原則に基づく知的財産評価の問題点

　移転価格税制において独立企業原則はグローバル・スタンダードともいうべきものであ
り，わが国の移転価格税制は独立企業原則にその理論的基盤を置いている．したがって，知
的財産の評価あるいは知的財産から生じる利益の測定が重要となる．知的財産の適正価格あ
るいは利益が独立企業原則に則ったものでなければならないからである．
　しかし，知的財産の評価あるいは知的財産から生じる利益の測定は困難である．その点か
らすると，知的財産取引に係る独立企業間価格を算定することは困難であり，すなわち独立
企業原則を適応させるということ自体に問題があるともいえる．
　OECDは独立企業原則を移転価格の決定にあたり使用すべき国際的な基準と認めているも
のの，1995年に公表された『OECD移転価格ガイドライン』は第6章「無形資産に対する
特別の配慮」を設け，有形資産と無形資産とを同様に取り扱うべきではなく，特に注意を払
うべきであることを示唆している（13）．そこでは，無形資産の場合，比較対象取引を探すの
が困難であること，および無形資産に係る関連取引の行われた時点での価値決定が困難であ
ることを認めている（14）．
　知的財産の場合，無形資産よりも独自性および唯一無二性が強く，そのためより一層比較
対象取引を探すのは困難である．このことは移転価格決定が適正なものとはならない可能性
があることを意味する．その結果，国際的な税配分を適切に行うことはできない．国際租税
法の秩序を守るために用いられている独立企業原則というグローバル・スタンダードは，知
的財産取引の場合，移転価格税制の目的達成を阻害する可能性がある．ここに独立企業原則，
あるいは，わが国における独立企業間価格算定方法のいずれかに問題点および限界が存在す
る．知的財産取引を念頭に置いた場合，独立企業原則から離脱するか，現状の独立企業間価
格算定を発展させるかの対応を採る必要がある．
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３．独立企業原則と国際的定式配賦の比較検討

3–1　独立企業原則についての分析

3–1–1　独立企業原則の正当性

　国家の課税権の適切な調整の観点から，各国家は，独立企業間価格で取引が行われたと仮
定した場合に得られる各企業の所得，すなわち各企業の適正所得に即して，課税を行う必要
がある．それが移転価格税制である．移転価格税制においては，関連企業間での取引は，独
立企業間価格で行われたものとして，所得計算をすることができる．この移転価格税制は，
国際間における課税所得の適正な配分を実現しようとするものである（15）．
　OECDは，1995年に公表した「OECD移転価格ガイドライン」において，独立企業原則
とは，移転価格を決定するために使用すべき国際的な基準であるとしている（16）．独立企業
原則はOECDモデル条約第9条によって次のように規定されている．

　「商業上又は資金上の関係において，双方の企業の間に，独立の企業の間に設けられる条
件と異なる条件が設けられ又は課されているときは，その条件がないとしたならば一方の企
業の利得となったとみられる利得であってその条件のために当該一方の企業の利得となら
なかったものに対しては，これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができ
る．」

　さらにサリーは独立企業原則に関して，次のように述べ，課税庁の抑欲性の象徴と位置づ
けている（17）．

　「独立企業原則の利用は自然な反応である．課税庁は，市場に支配される取引を問題視し
たりはしない．……課税庁の責務は，市場の不当性や不正を正すことでもなければ，まずい
取引を公正な取引に修正することでもない．課税庁にとって独立企業とは，経済的に支配さ
れないだけ充分に強くあるいはそのような立場に戦略的に位置する企業をいうのではなく，
むしろ，共通の支配に服さない企業をいうのである．……一方，課税庁は，市場を，それが
日々機能しているもののままに受け入れる．」

　独立企業原則は，実務界と税務当局の間の共通概念であり，多くの国々が採用している．
そのため，独立企業原則は広範に利用され，洗練されたものとなっている（18）．したがって，
OECDが独立企業原則を国際的な基本コンセプトとして選択し，かつ，各国が相当の経験を
積んだ以上は，この事実を無視することはできない（19）．
　したがって，独立企業原則は国際租税法という秩序を守る上で必要となる．独立企業原則
という一定の基準がなければ企業は際限なく税負担を回避し，その結果，適切な国際的税配
分という国際租税法の根本理念は崩れてしまう．
　独立企業原則に欠点があったとしても，それは各企業間に不公平さをもたらすものではな
い．独立企業原則は全ての企業に適用される．そのため，独立企業原則のもとでは，関連者
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と独立企業は，税務上，平等に取り扱われる．したがって，このように，独立企業原則は，
税務上の問題点を取り除いている（20）．独立企業原則は，関連当事者間で財や役務が移転さ
れる場合に，競争市場の動きに最も近い状況をもたらすことから，理論的に健全である（21）．

3–1–2　独立企業原則の問題点

（1）企業努力の消滅
　昨今の企業経営の中心は，従来の個別ベースから連結ベースへとシフト・チェンジしつつ
ある．連結納税制度が導入されるなど連結中心という流れは租税法の分野でも認知されつつ
ある．このような中で企業グループ間取引の重要性は増し，その結果，移転価格税制の役割
も増している．
　移転価格税制は，関連者間取引を独立企業間取引に引きなおして，所得の配分を行うもの
である．すなわち，移転価格税制は独立企業原則に理論的基盤を置いている．しかし，これ
には大きな問題が存在する．それは関連者間取引を独立企業間取引に引きなおすという点で
ある．
　移転価格税制は，次のことを前提としている．関連者間取引は歪んだ取引であり，独立企
業間取引は正しい取引であるという前提である．
　しかし，関連者間取引は組織内部の取引であり，そのような内部取引を独立当事者間取引
という市場取引をもって律することは理論的ではない（22）．なぜならば，組織内部の取引に
当てはまる法則と独立当事者間取引に当てはまる法則は異なるからである．
　企業は取引から生じる様々なコストを削減するために企業を結合させるなどする．その結
果，企業は統合の利益を享受する（23）．これは健全な企業努力である．しかし，そのような
事実を無視して独立企業間取引として捉えなおすことは，企業努力を損なうものである．
　ラングバインは，高度に統合された事業内部の取引に独立企業原則を適用することは不適
切であると指摘する．統合された事業は，統合の利点を生かした利益や取引費用の削減など
により，独立企業よりも効率的な経営ができる（24）．これこそが企業が統合する最大の誘因
である．しかし，独立企業原則を用いることにより，「組織形態に対する収益」は打ち消さ
れてしまう（25）．これは，企業の統合の結果もたらされる経済的な力を課税上考慮しておら
ず，非現実的である（26）．このように，移転価格税制において独立企業原則を用いることには，
企業の努力を打ち消すという問題点が存在する．

（2）知的財産取引における独立企業原則の不適応
　移転価格税制において独立企業原則を用いるという問題点は，知的財産や無形資産の取引
の場合においてより一層深刻となる．現行の移転価格税制における独立企業間価格算定方
法，特に基本三法は，有形資産に対する独立企業間価格算定方法として生成されてきた．そ
れは，移転価格税制がアメリカにおいて議論の対象となった1960年代のアメリカ経済から
考えれば当然のことである．当時アメリカでは製造業が中心であったからである．
　しかし，現在経済の中心は有形資産から知的財産を中心とする無形資産に変わりつつあ
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る．そのような状況において，有形資産を対象に考案された独立企業間価格算定方法を無形
資産に援用させることは無意味であり，独立企業間価格を求めるという点から考察しても理
論的ではない．
　無形資産は，一般的に外部取引される性質のものではない．このことは知的財産の場合，
より一層明確である．この観点から考えると，知的財産取引に独立企業原則を適用させるこ
とは合理的ではない．このことは以下の3つの理由から証明される．
　①　外部取引の稀有性
　　 　無形資産，特に知的財産は他の企業と優位な差をもたらす資産である．したがって，

そのような企業にとって高い付加価値を持つ資産を非関連者など外部に譲渡することは
通常考えられない．

　②　取引対価設定の困難性
　　 　知的財産から将来発生する所得を予測することは，有形資産以上に困難である．した

がって，取引時点においてその所得に見合う取引対価を設定することは困難である．
　③　理論的基盤の相違
　　 　独立企業原則は有形資産取引を前提としている．したがって，性質の異なる無形資産，

知的財産に適用することは理論的に考えて合理的な方法とは言えない．
　独立企業間価格とは独立企業原則に基づいて算定された価格をいう．知的財産取引に独立
企業原則を適用させることが合理的でないならば，独立企業原則に基づいて算定される知的
財産取引に係る取引価格も合理的ではなくなる．独立企業原則にはこのような問題点が内在
する．

3–2　国際的定式配賦についての分析

3–2–1　国際的定式配賦の正当性

　関連者間取引を独立当事者間取引に引き直すことを否定する場合，それに代わって多国籍
企業の獲得した利益をいかにして適切に配分するか考えることが国際租税法の見地からみて
必要である．そこで，独立企業原則に代わる方法として国際的定式配賦による方法がある．
国際的定式配賦とは，多国籍企業の全所得をある一定の定式に則って，各国の関連当事者に
配分する方法である．これは独立企業原則と対立するアプローチである．
　アメリカでは，定式配賦は州レベルではあるが，ユニタリー課税として既に実施されてい
る（27）．昨今ヨーロッパ委員会では，この定式配賦を国家間，すなわち国際的に導入しよう
という動きがある．それは独立企業原則が限界に近づきつつあるからである（28）．独立企業
原則に基づいて知的財産を評価することが困難なことからも，独立企業原則の限界は理解で
きる．
　定式配賦方式では，移転価格算定は基本的に不必要である（29）．多国籍企業は企業活動
を各国で行い，所得を獲得する．定式配賦方式は，その所得を合算し，その合算された
所得を一定の定式に当てはめて，各国家に配賦する方法である．1947年のアメリカ最高
裁判所における判決文にもあるように，配分される所得は「おおまかな近似値」 （rough 
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approximation） で良いとされる（30）．
　定式配賦方式も独立企業原則と同様に利益率に注目する．定式配賦方式が独立企業原則と
大きく異なるのは利益率に関して利用するデータである．独立企業原則では比較可能な独立
他社のデータを利用する．一方，定式配賦方式は，多国籍企業自身のデータを利用するので
ある（31）．したがって，定式配賦方式の方が簡便的であることが分かる．
　現行の移転価格税制は独立企業原則を前提としている．しかし，この前提は多国籍企業の
実態から著しく乖離するものであり，租税神話であるという見解もある（32）．村井教授は『租
税法 ―理論と政策―』において，独立企業原則が租税神話であると主張するバードの意見
をまとめておられる（33）．その著によれば，バードの主張は以下の通りである（34）．
　①　 課税の対象である企業に全面的に依存せざるを得ない数字から税務当局がこうした租

税神話の世界を構築することを期待することは，期待過剰というものである．・・・
国際金融取引の浮動性と複雑性は多国籍企業の一部にかかる「真の」利益は，仮にそ
のような目標の探求に意味があったとしても，決して発見できるものではないことを
事実上保障するものである．

　②　 国際的に活動している法人は全て相互に独立しており，かつ完全競争状態にあるとす
る現行の国際租税制度の根底にある前提と国際ビジネスの実態との基本的な乖離を克
服することはできないであろうということである．実際上，ある国の税務当局が他の
国から手に入れた税務資料に完全にアクセスできたとしても，彼らですら国境を越え
て活動する企業の「適切な」課税標準を正確に把握することは困難であろう．

　③　 多国籍企業の構成部分は分離独立しているとする租税上の神話は，久しくその有効性
を失っている．どのようなものにせよ，新しい国際租税秩序の中心的要素は，課税標
準を管轄権間に配分するために合意された定式基準への移行となることは，ほぼ確実
である．

　これらの見解から明らかであるように，バードは，分離会計，独立企業および独立企業間
価格については，ユニタリー課税方式によって代置すべきと提言している．バードは，ユニ
タリー課税方式が国際的批判にさらされたことは事実であるとしても，それによって全面的
に否定されたのではなく，むしろ一部地域だけにその適用を制限したことが不適当なのであ
り，広くグローバルな地域に適用すれば，現行の独立企業間価格よりも望ましい方式である
としている．

3–2–2　国際的定式配賦の問題点

　村井正教授は，『租税法 ―理論と政策―』において，バードの主張に対するムテンの反論
もまとめておられる（35）．その著によればムテンの主張は以下の通りである（36）．
　①　 バードは「世界税制」アプローチをユートピア的であると決め付けている．
　②　 超国家的な法人は，全世界的計算書類を各国の通貨で計算し，および税法を適用する

のだろうか．
　③　 全世界的な成果を暴落通貨で再計算し，通貨暴落国の税法上は，全世界的グループは
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大きな利益を得たものと確定するのであろうか．
　④　 豊かな国の豪華な本部と貧しい国の質素な設備との間の不公平な配分というリスクを

犯さずに，資本的投資に基づく割当分をどうすれば確定できるのであろうか．
　このようにムテンは，ユニタリー課税方式に伴う技術的欠点を理由に，ユニタリー課税方
式へのモデル・チェンジに反対意見を表明した．しかしながら，独立企業原則が移転価格税
制についての唯一無二の解決策であるか否かはここからは判断できない．
　独立企業原則に代わる国際租税法の基本コンセプトとして国際的定式配賦が提案されたの
であるが，OECDは国際的定式配賦を次の理由から受け入れないとしている（37）．
　①　 二重課税を防止しつつ，課税を確保する方法でこの方式を運用することは困難である

ため．
　②　 多国籍企業グループの全世界ベースの課税標準の計算方法に関する合意，課税標準を

異なる課税管轄に配分するために使用されるべき要因についての合意，およびこれら
の要因をどのように測定し，ウェイト付けをするかに関する合意が必要であるが，困
難を伴う．

　これらの理由に加え，ここで提唱された定式が恣意的であり，所得配分の方法として曖昧
であるため理論的にも健全でない．これらも国際的定式配賦を受容できない理由である．さ
らに，為替レートの変動は国際的定式配賦の適用をより一層困難なものにしている．

４．理論的基盤としての独立企業原則の優位性

　このように，独立企業原則および国際的定式配賦のどちらにも正当性および問題点が存在
する．しかしながら，いずれかを理論的基盤とする必要がある．
　OECDは，「OECD移転価格ガイドライン2010年版」において，両者を比較した上で，以
下の理由から，国際的定式配賦が独立企業原則に代わる現実的な方法ではないと結論付けて
いる（38）．
　①　国際的定式配賦採用時における二重課税防止の困難性
　②　自国の歳入を最大化しようとする各国が納得する定式開発の困難性
　③　為替レートの変動に対する対応の困難性
　両者に問題点が存在するのにも関わらず，OECDがこのように結論付けたのは，現在採用
されている独立企業原則が，十分洗練されたものになっており，実務界と税務当局の間に共
通の理解が確立されている（39） という認識をOECDが持っているからであると考えらえる．
すなわち，両者の問題点および移転価格税制という国際的な問題点を踏まえて検討すると，
国際的定式配賦の問題点は，妥協し難い問題点であり，移転価格税制という国際的な問題を
解決するに際し，国際的定式配賦はグローバル・スタンダードとしては不十分だからである．
　現状を鑑みると，村上睦教授が指摘されているように，多国籍企業にとって，世界共通の
税制および税率の存在が実現されない限り，国際的定式配賦よりも現行の独立企業原則に基
づく移転価格税制の方が望ましい（40）．さらに，関連当事者間取引を，市場取引をメルクマー
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ルとして規制することもできることから，移転価格税制において独立企業原則を採用するこ
とは引き続き合理的であるともいえる（41）．ここに独立企業原則の優位性が確認される．

５．むすびに

　知的財産が企業経営の中心となりつつある現代において，知的財産取引は多国籍企業に
とって重要性の高い取引である．このような現状を踏まえ，知的財産取引に対応した移転価
格税制の理論的基盤として何がふさわしいのかについての検討を行った．現在わが国では，
独立企業原則を理論的基盤とした移転価格税制が構築されているが，知的財産取引に係る独
立企業間価格の算定には問題点を有している．そこで，独立企業原則とその対立概念である
国際的定式配賦との比較検討を行った．その結果，両者に正当性および問題点を指摘するこ
とができたものの，租税法学が実学としての側面が強いことを考慮すると，国際的定式配賦
の不十分さを根拠として，割り切りという近いかたちで独立企業原則に優位性があること
が，明らかになった。しかしながら，これは消極的な優位性である．もし世界共通の税制お
よび税率を確立することができれば，両者の関係は逆転し得るものである．
　移転価格税制における理論的基盤としての独立企業原則を所与のものとした場合，次に検
討すべきは，いかにして独立企業間価格を算定するかという点にある．昨今の判決事例等を
みる限りでは，利益分割法，なかでも残余利益分割法の正当性が観察される．
　OECDは2012年6月に「OECD移転価格ガイドライン第6章（無形資産に対する特別の配
慮）及びその関連条項の改訂の公開草案」を公表した．そこでは，独立企業原則を理論的基
盤としたうえで，検討すべき知的財産取引と比較対象取引が存在するか否かで，採用すべき
独立企業間価格の算定方法を提案している（42）．しかしながら，独立企業間価格の算定には
いまだ多くの問題が残っている．この点の検討については，今後の課題としたい．
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